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 町立南伊勢病院訪問看護をご利用のみなさまへ 

 

 

 

訪問看護体制の見直しについて 

 

平素より当院の訪問看護サービスをご利用いただき、誠にありが

とうございます。 

さて、当院では令和 7 年 2 月 1 日より、病院施設基準等の変更に

伴い、現在の「訪問看護ステーション」を「みなし指定訪問看護」と

して運営する形に見直しを行います。この変更により、名称や運営

形態が一部変更となりますが、ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

なお、この見直しに伴い、サービス内容そのものには大きな変更

はございません。引き続き、これまでと同様のサービスをご提供い

たします。ただし、一部変更点については契約更新時に改めて詳し

くご説明させていただきますので、ご安心ください。 

 今後とも当院の訪問看護サービスをよろしくお願い申し上げます。 
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